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保有個人データの開示に関する基準 
	分　　類
	 業務（基）－（総）－０６－２

	
	適用範囲
	      全　　　　　社

	
	制 定 日
	２０２３年　４月　１日





（目　的）
第１条　　この基準は「個人情報取扱規程」（以下「規程」という。）第22条の規定に基づき、会社従業者以外の本人から「保有個人データ」の利用目的の通知、開示、訂正若しくは利用停止等又は第三者提供記録の開示（以下「開示等」という。）の請求を受けた場合の手続き等について定め、個人情報の保護措置を円滑に推進することを目的とする。

（受　付）
第２条①　開示等の請求があったときは、予め定める申請書によって受け付けるものとする。
②　申請を受け付けるに当たっては、運転免許証、パスポート、その他本人を確認できる公的書類により本人確認を行わなければならない。
③　代理人による申請があったときは、前項の確認に加えて、委任状及び印鑑証明等による代理権の確認を行わなければならない。

（回答方法）
第３条①　前条の申請に対する回答は、電磁的記録の提供又は書面の交付による方法のうち申請者の指示する方法により行うものとする。電磁的記録の提供による方法による回答が困難な場合は、書面の交付による方法により行うものとする。
②　前項の回答には、「当該開示等の申請により当社が取得した個人情報の利用目的は、その申請に関する調査、本人確認及び回答のためである」ことを付記するものとする。
③　次条の事由に該当しない場合は、原則として開示等の請求を承諾するものとし、訂正、利用停止等の措置を要する場合は、速やかにその措置を講じた上で、その旨を回答するものとする。
④　次条の事由により、開示等の請求に応じないときは、その理由を付して回答しなければならない。
⑤　回答に当たっては、事前に個人情報取扱規程第５条の事務局と協議するものとする。
⑥　申請書、本人確認書及び回答書は10年間保存しなければならない。

（請求に応じない事由）
第４条　　次の各号の場合には、請求に応じない。
1.　本人確認ができない場合。
2.　代理人による請求の場合で、代理権が確認できない場合。
3.　所定の申請書等書類に不備のある場合。
4.　保有個人データ又はその利用目的に該当するものがない場合。
5.　会社が、保有個人データ若しくはその利用目的又は第三者提供記録を開示することによって、本人又は第三者の生命･財産･身体その他の権利利益を害するおそれのある場合。
6.　会社が、保有個人データ又は第三者提供記録を開示することによって、会社の業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。
7.　保有個人データ又は第三者提供記録の開示が、他の法令に違反することとなる場合。
8.　保有個人データの利用目的を通知することにより、会社の権利又は利益が侵害されるおそれのある場合。
9.　国の機関等が法令の定める事務を実施するに当たって協力を求めてきた場合であって、国の機関等から受取った個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
10.　訂正、追加、削除の申請があった場合に、利用目的から見て訂正等が必要でない場合、及び内容が事実でない旨の指摘が正しくない場合（訂正の対象が事実でなく評価に関する情報である場合を含む。）。
11.　利用の停止、消去、第三者への提供の停止の申請があった場合に、会社の手続き違反が認められない場合。
12.　利用の停止、消去、第三者への提供の停止の申請があった場合に、違反の是正をするための必要な限度を越えている場合、又は利用停止等を行うことが困難な場合であって、代替措置をとることにより本人の権利利益を保護し得る場合。

（基準の管理）
第５条　　この基準の管理は、総務部長が行う。


付　　　則

①　この基準は、２０２３年　４月　１日から施行する。
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